
ささえあいの輪
福祉タクシー助成券福祉タクシー助成券
４年度受け付け開始４年度受け付け開始

地域福祉課障がい福祉係 ☎・内線1112

　市は、重度の障がいがある在宅者に対し、タク
シー料金の一部を助成しています。
◆対象者　身体障害者手帳1・2級、療育手帳A
判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれ
かを持っている人　※自動車税または軽自動車税
の減免を受けている場合は対象外です。
◆助成内容　1枚600円のタクシー券を申請月か
ら年度末までの1カ月につき2枚、最大24枚交付
◆利用できるタクシー会社　▶安代観光タクシー
▶平舘タクシー　▶西根観光タクシー　▶福祉タ
クシーこまどり　▶らくらくケアタクシー（乗車
または降車が秋田県内の場合に限る）
◆申請窓口　地域福祉課ま
たは西根・安代各総合支
所、田山支所　※印鑑と当
該手帳を持参してください。

　有料道路では、障がいがある人が運転または同
乗する場合に、事前に登録された自動車1台に対
して、5割の通行料金割引の制度があります。
◆割引対象　❶身体障害者手帳第1種を持ってい
る人が運転または同乗するとき　❷身体障害者手
帳第2種を持っている人が運転するとき　❸療育
手帳A判定を持っている人が同乗するとき
◆登録に必要な書類　❶当該手帳　❷自動車検
査証または軽自動車届出済証　❸運転免許証（本
人が運転する場合）　❹委任状（代理人による申
請の場合）　▶ETCを利用する場合は次の書類
を追加　❺本人名義のETCカード　❻登録車
両に装着されたETC車載器の管理番号が確認
できるもの（ETC車載器セットアップ申込書・
証明書など）
◆申請窓口　福祉タクシー助成券申請窓口と同じ

有料道路通行料金割引制度有料道路通行料金割引制度
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表　助成対象者の年齢と生年月日
年齢 生年月日
 65歳 昭和32.４.２～昭和33.４.１
 70歳 昭和27.４.２～昭和28.４.１
 75歳 昭和22.４.２～昭和23.４.１
 80歳 昭和17.４.２～昭和18.４.１
 85歳 昭和12.４.２～昭和13.４.１
 ９0歳 昭和７.４.２～昭和８.４.１
 ９5歳 昭和２.４.２～昭和３.４.１
100歳 大正11.４.２～大正12.４.１
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